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２.DCSシステム対応について 

２－１．令和７年【税制改正の概要】と【PROSRV システム対応】 
詳細は、2025年7月にPROSRVお客様サイトに掲載しました『PROSRV 令和７年度税制

改正によるシステム対応のお知らせ』をご参照ください。 

 

【税制改正の概要】 

令和7年（2025年）の税制改正により、基礎控除額および給与所得控除額の見直しが

行われ、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。これらの改正は、令和7年

（2025年）12月以降に適用されます。 

税制改正の詳細につきましては、国税庁ホームページ「令和7年度税制改正による 

所得税の基礎控除の見直し等について」をご覧ください。  

  https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm#a-01 

 

（参考）「令和７年分 年末調整のしかた」 

  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm 

 

【PROSRVシステム対応】 

9月28日、11月23日に段階的に以下内容をリリースします。 

・9月28日リリース（済） 

   詳細は、2025年9月にPROSRVお客様サイト・PROSRVヘルプサイトに掲載しました

『PROSRV on Cloud システム更新のお知らせ』をご参照ください。 

 

(３)－１ 特定親族特別控除「年間所得見積額」の「年度（年間所得見積額）」 

入力項目の追加 

(５)「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式変更 

(６)「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の追加 

 

・11月23日リリース（予定） 

⇒実際にシステム変更になるのは令和7年（2025年）の年末調整処理から 

(１) 基礎控除の見直し 

(２) 給与所得控除の見直し、 

(３)－２ 特定親族特別控除判定ロジックの追加 

(３)－３ 特定親族数・特定親族特別控除額の確認方法 

(４) 扶養親族等の所得要件の改定 

(７)「源泉徴収票」等の改正 

 

 

 

 

☆Web年末調整事務サービス（北海道）◆Web 年末調整申告サービス（自社運用）     

ご利用のお客様 
『Web年調従業員サイト』の年間所得見積額等のチェック基準、ヘルプ画面を法改正内容に 

合わせ変更します。 

 

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm#a-01
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(１) 基礎控除の見直し（年末調整処理から変更） 
 

【税制改正の概要】 

合計所得金額に応じて、【基礎控除額】が改正されました。 

合計所得金額 改正後【基礎控除額】 改正前 

【基礎控除

額】  

令和 7・8年分 令和 9年分

以後  
132 万円以下 95万円 (※1)  48万円  

132万円超 336 万円以下 88万円 (※1) 58万円  
336万円超 489 万円以下 68万円 (※1) 

489万円超 655 万円以下 63万円 (※1) 

655万円超 2,350 万円以下 58万円 (※1) 

2,350万円超 2,400 万円以下 48万円 

2,400万円超 2,450 万円以下 32万円 32万円 

2,450万円超 2,500 万円以下 16万円 16万円 

2,500万円超  0円 0円 

（※1）居住者についてのみ適用されます。 

 

※特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、 

表の金額とは異なります。 

 

【PROSRVシステム対応】 

令和 7年（2025年）の年末調整処理から、改正後【基礎控除額】に変更します。 
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（２）給与所得控除の見直し（年末調整処理から変更） 
 

【税制改正の概要】 

【給与所得控除額】について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。 

給与の収入金額 改正後 

【給与所得控除額】 

改正前 

【給与所得控除額】  
162 万 5,000

円以下 

65万円  55万円 

162万 5,000

円超 

180 万円以下 その収入金額×40％－

10万円 

180万円超 190 万円以下 その収入金額×30％＋8

万円 

 
190万円超 360 万円以下 その収入金額×30％＋8

万円 

360万円超 660 万円以下 収入金額×20％+44万円 収入金額×20％+44万円 

660万円超 850 万円以下 収入金額×10％+110万

円 

収入金額×10％+110万

円 

850万円超  195万円（上限） 195万円（上限） 

 

※これに伴い、①令和７年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等

の金額の表」及び、②令和８年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されます。 

 

【PROSRVシステム対応】 

令和7年（2025年）の年末調整処理から、改正後【給与所得控除額】（①令和７年

分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」）に変更し

ます。 

また、給与・賞与に関する②令和８年分以後の「源泉徴収税額表」（※）は、支

給対象年月が令和8年（2026年）1月以降の給与等から対応します。 

 

（※）詳細につきましては、国税庁ホームページ「令和８年分 源泉徴収税額表」

をご覧ください。  

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm 
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（３）特定親族特別控除の創設（年末調整処理から変更、 

入力欄のみ 9 月 28日変更） 
 

【税制改正の概要】 

居住者が【特定親族】を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その

特定親族１人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する

【特定親族特別控除】が創設されました。 

【特定親族】とは、居住者と生計を一にする年齢 19歳以上 23 歳未満の親族（配

偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きま

す。）で合計所得金額が 58万円超 123万円以下（給与収入 123 万円超 188万円以

下）の人をいいます。 

親族の合計所得金額が 58万円以下（給与収入 123万円以下）の場合は、従来通り

【特定扶養親族】として扶養控除の対象となります。 

   【扶養控除・特定親族特別控除】 

対象となる控除制度 特定親族の合計所得要件 控除額 

改正後 改正前 

扶養控除 

（特定扶養親族） 

 

 48万円以下 63万円 63万円 

48万円超 58万円以下 63万円  

 

 

 

－ 

特定親族特別控除 58万円超 85万円以下 63万円 

85万円超 90万円以下 61万円 

90万円超 95万円以下 51万円 

95万円超 100万円以下 41万円 

100万円超 105万円以下 31万円 

105万円超 110万円以下 21万円 

110万円超 115万円以下 11万円 

115万円超 120万円以下 6万円 

120万円超 123万円以下 3万円 

※これに伴い、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 

兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の提出が必

要です。 

 

※令和 8年（2026年）1月以降に支払われる給与については、「特定親族特別控除」

が源泉徴収（支払時の所得税の計算）にも反映されるようになります。 

このうち給与については、対象となる親族（特定親族）の合計所得金額が 58万円を

超え 100万円以下（給与収入 123万円超 165万円以下）の場合に、各月の給与支給時

にこの控除が適用されることとなります。 

 

 

【PROSRVシステム対応】 

  令和 7年（2025 年）の年末調整処理から、「扶養控除（特定扶養親族）」「特

定親族特別控除」合計所得要件および控除額については改正後の内容に変更しま

す。 

また、「特定親族特別控除」については、今回新たに創設された制度のため、新

規対応を行います。 
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(３)－１ 特定親族特別控除「年間所得見積額」の「年度（年間所得見積

額）」入力項目の追加 （9 月 28日追加） 
 

『人事管理』⇒『人事メニュー』「家族情報」 

 

① 「年間所得見積額」（既存項目） 

特定親族特別控除の判定に必要な所得を、①「年間所得見積額」に入力してくださ 

い。 

 

② 「年度（年間所得見積額）」（新規追加項目） 

どの年度の①「年間所得見積額」かを明確にするため、②「年度（年間所得見積 

額）」を追加します。 

 

【注意】 

① 「年間所得見積額」②「年度（年間所得見積額）」は、 

令和 7年（2025年）9月 28日より入力可能となりますが、12月からの制度施行に伴

い、それ以前に登録された内容は控除計算の対象外となります。 
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(３)－２ 特定親族特別控除判定ロジックの追加 

（年末調整処理から追加） 
 

以下すべての条件を満たす家族について、「特定親族特別控除」の対象として判定し

ます。 

・①「年間所得見積額」が 58万円超 123万円以下 

（給与収入 123万円超 188万円以下） 

・②「年度（年間所得見積額）」が、その年の年末調整処理の対象年と一致 

（例：令和 7(2025)年分の処理であれば「2025」と入力） 

・③「配偶者」が「0非該当」 

・④「扶養」が「0対象外」 

・⑤「生年月日」より自動算出、年末時点で年齢が 19歳以上 23歳未満 

 

【注意】 

・上記の条件を満たさない家族に①「年間所得見積額」や②「年度（年間所得見積

額）」が入力されていても、控除判定には使用されず、処理に影響はありません。 

 

 

・①「年間所得見積額」と④「扶養」の整合性チェックは行いません。 

扶養親族かどうかの判定は従来どおり④「扶養」に基づいて行います。 

⇒結果メッセージの追加 

（『給与計算』⇒『給与メニュー』（『単独年調メニュー』）－「4.内容確認」－「結果メッセージ」） 

W001 家族（ＩＤ＝ｎｎｎ）家族扶養区分／年間所得見積額 

   家族情報（ＩＤ＝ｎｎｎ）の家族が、19歳以上 23歳未満で④「扶養」が 

「0：対象外」（配偶者を除く）ですが、①「年間所得見積額」が 58万円以

下になっております、④「扶養」または、①「年間所得見積額」をご確認く

ださい。④「扶養」が「0：対象外」の場合、①「年間所得見積額」は 58万

円超を、④「扶養」が 「1：控除対象親族（控配・年少含む）」の場合、①

「年間所得見積額」は 58万円以下を入力してください。 

    （①「年間所得見積額」が登録なし(ブランク)の場合はチェックしません） 

 

・①「年間所得見積額」が 58万円超 100万円以下（給与収入 123 万円超 165万円以

下）の特定親族については、2026年 1月以降に支払われる給与から源泉徴収へ特定

親族特別控除を反映できるよう、月額給与計算処理に控除判定ロジックを追加しま

す。（「年度（年間所得見積額）」に「2026」と入力） 

⇒結果メッセージの追加 

（『給与計算』⇒『給与メニュー』（『単独年調メニュー』）－「4.内容確認」－「結果メッセージ」） 

W014 家族情報（ＩＤ＝ｎｎｎ）源泉控除対象 

家族情報（ＩＤ＝ｎｎｎ）の家族が、19歳以上 23歳未満で④「扶養」

「0:対象外」（配偶者除く）で①「年間所得見積額」が 58万円超 100万円

以下の場合、源泉控除対象親族となるお知らせメッセージ（警告・エラー

ではない）です。 

なお、月例給与（賞与）でも表示されます。（メッセージを消すことはで

きません） 

    （①「年間所得見積額」が登録なし(ブランク)の場合はチェックしません） 
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・令和 7 年(2025年)の年末調整処理の PROSRV 家族情報入力と控除額 
対象となる 

控除制度 

合計所得要件 

Ⓐ特定親族の 

本年中の合計所

得金額の見積額 

PROSRV家族情報入力欄 令和７年 

年末調整控

除額 
④ 

扶養 

①  

年間所得見

積額 

②  

年度（年

間所得見

積額） 

扶養控除 

（特定扶養親

族） 

0 

円超 

58万円

以下 

1 

控除対象

扶養親族 

入力不要 入力不要 63万円 

特定親族特別

控除 

（特定親族） 

58万

円超 

85万円

以下 

0 

対象外 

 

「令和７年

給与所得者

の特定親族

特別控除申

告書」の 

Ⓐ「特定親

族の本年中

の 合計所得

金額の見積

額」 

を入力 

入力必要 

（令和 7

年の場合

「2025」

と入力） 

63万円 

85万

円超 

90万円

以下 

61万円 

90万

円超 

95万円

以下 

51万円 

95万

円超 

100万円

以下 

41万円 

100万

円超 

105万円

以下 

31万円 

105万

円超 

110万円

以下 

21万円 

110万

円超 

115万円

以下 

11万円 

115万

円超 

120万円

以下 

6万円 

120万

円超 

123万円

以下 

3万円 

なし 123万円超 入力不要 入力不要 0円 

 

「令和７年分 給与所得者の特定親族特別控除申告書」 

（６．「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の追加 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓐ「特定親族の本年中の  

合計所得金額の見積額」 
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・令和８年(2026年)の月例給与(賞与)処理の PROSRV家族情報入力と控除 
対象となる 

控除制度 

合計所得要件 

Ⓑ年間所得の見

積額 

PROSRV家族情報入力欄 令和８年 

月 例 給 与

（賞与）控

除有無 

④ 

扶養 

③  

年間所得見

積額 

④  

年度（年

間所得見

積額） 

扶養控除 

（Ⓒ１：特定

扶養親族） 

0 

円超 

58万円

以下 

1 

控除対象

扶養親族 

入力不要 入力不要 有り 

特定親族特別

控除 

（Ⓓ２:特定

親族） 

58万

円超 

85万円

以下 

0 

対象外 

 

「令和 8年

給与所得者

の扶養控除

等申告書」 

Ⓑ「年間所

得の見積

額」 

を入力 

入力必要 

（令和 8

年の場合

「2026」

と入力） 

85万

円超 

90万円

以下 

90万

円超 

95万円

以下 

95万

円超 

100万円

以下 

100万

円超 

105万円

以下 

無し 

105万

円超 

110万円

以下 

110万

円超 

115万円

以下 

115万

円超 

120万円

以下 

120万

円超 

123万円

以下 

なし 123万円超 入力不要 入力不要 

 

「令和８年分 給与所得者の扶養控除等申告書」 

（５．「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式変更 参照） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓑ年間所得の見積額 

 

 

 

 

 

Ⓒ１:特定扶養親族 

Ⓓ２：特定親族 
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☆Web年末調整事務サービス（北海道）◆Web 年末調整申告サービス（自社運用）     

ご利用のお客様 

ヘルプ画面も含め、特定親族特別控除に対応します。 
 

『Web年調従業員サイト』⇒「本人情報入力」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この項目は、特定親族特別控除を申告するかどうかを選択するためのものです。 

「申告する」を選択した場合は、家族情報画面で年間所得見積額を入力し、特定親族に

該当する家族を登録していただく必要があります。 

 

入力した年間所得見積額は、年末調整事務サービスをご利用の場合は納品ファイル、Web

年末調整申告サービス（自社運用）をご利用の場合は前処理結果ファイルを通じてPoCに

反映されます。 
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(３)－３特定親族数・特定親族特別控除額の確認方法 （9 月 28日追加） 
 

・外部出力で確認 

 年末調整結果（「年末調整仮処理結果」・「年末調整本処理結果」）を外部出力し、

「特定親族数」、「特定親族特別控除額」、「源泉）扶養親族数の数_特親人」、「源

泉）特定親族特別控除の額」、「源泉）扶養親族数の数_特親従人」を確認することが

できます。 

「年末調整仮処理結果」は、標準提供パターンを以下の通り「複製」し、出力するこ

とが可能です。 

 
『その他』⇒『外部出力メニュー』－「データ出力」「出力ファイル設定」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ↓ 
『その他』⇒『外部出力メニュー』－「データ出力」「ファイル作成指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「年末調整仮処理結果（最新）」を選択 
「出力ファイル定義名」 

「出力項目定義名」を変更 

「D04 最新・年末調整本処理結果」を「複製」ボタンを押下 
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出力された外部出力ファイル例 

 

 

① 「特定親族数」IS列 

「年間所得見積額」が 58万円超 123万円以下の年末時点で年齢が 19歳以上 23歳未満

の人数 

②「特定親族特別控除額」IT列 

 特定親族特別控除の額 

③「扶養親族０１_区分」HC列「扶養親族０２_区分」HG列「扶養親族０３_区分」HK列

「扶養親族０４_区分」HO列 

    特定親族特別控除の適用を受けた場合、 

特定親族特別控除の額に応じて「区分」   

を表示（10/31追記） 

 

・「源泉徴収票」で確認 

 「特定親族数」、「特定親族特別控除額」を確認できます。 

『その他』⇒『外部出力メニュー』－「固定帳票出力」「帳票出力指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  

 

②  

 

②  

 

①  

 

省略 

①      ② 

 

 

③  
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（４）扶養親族等の所得要件の改正（年末調整処理から変更） 
 

【税制改正の概要】 

「（１）基礎控除の見直し」に伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養

親族等の【所得要件】が改正されました。 

扶養親族等の区分 改正後【所得要件】 改正前【所得要件】 

扶養親族 

同一生計配偶者 

ひとり親の生計を一にする子 

58万円以下 

 

48万円以下 

 

配偶者特別控除の対象となる配偶者 58万円超 133万円

以下 

48万円超 133万円

以下 

特定扶養親族 58万円以下 48万円以下 

特定親族特別控除【新設】 58万円超 123万円

以下(※) 

なし 

勤労学生  85万円以下 75万円以下 

 

【PROSRVシステム対応】 

   令和 7 年（2025 年）の年末調整処理から、改定後【所得要件】に変更いたします。  

  扶養親族等の所得要件の改正は、12 月年末調整からの制度施行となり、年末調整処

理時から、③扶養の「1控除対象扶養親族（控配・年少含む）」の判断を、所得 48万

（給与収入 103 万円以下）から所得 58 万（給与収入 123 万円以下）に変更をしてく

ださい。年末調整処理前に変更すると、月例給与（賞与）計算処理から控除対象者

となります。 

（※）令和 8年(2026 年)1月以降に支払われる給与から①「年間所得見積額」が 

58万円超 100 万円以下（給与収入 123万円超 165万円以下）、②「年度（年間

所得見積額）」が「2026」の特定親族については、月例給与（賞与）計算処理

に特定親族特別控除が反映されます。 

『人事管理』⇒『人事メニュー』「家族情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｖ 

 

② 

 

--

--

-

Or

igi

① 

 

③ 

 

-

-

-

-

-

O

ｖ 

 

ｖ 
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（５）「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式変更（9 月 28 日変更） 
 

【税制改正の概要】 

前述の改正に伴い、翌年令和 8年（2026年）分以降について以下の記載内容の見直し

が行われます。 

（当年令和 7年（2025 年）は、変更なし） 

① 「控除対象扶養親族」の記載欄を「源泉控除対象親族」の記載欄に変更 

② 「源泉控除対象親族」が「特定親族」に該当する場合のチェック欄を追加 

 

【PROSRVシステム対応】 

9/28リリースにて、以下のとおり翌年分令和 8年（2026年）分のレイアウト変更

および記載欄の追加をします。 
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嶋
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（６）「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の追加（9 月 28 日追加） 
 

【税制改正の概要】 

特定親族特別控除の創設に伴い、令和 7年（2025年）分以降について新たに①「給与

所得者の特定親族特別控除申告書」が追加されました。これにより、既存の申告書と

統合され、様式名は以下のようになります。 

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 

兼 所得金額調整控除申告書」 

この統合にあわせて、以下の見直しが行われます。 

「基礎控除申告書」および「配偶者控除等申告書」から定額減税に関する記載欄を

削除。 

「基礎控除申告書」の②「控除額の計算」欄や、「配偶者控除等申告書」の②「判

定」欄について、改正後の金額に対応した内容へ修正。 

 

【PROSRVシステム対応】 

9/28リリースにて、以下のとおり統合様式への対応および記載内容を変更しま

す。 
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（７）「源泉徴収票」等の改正（年末調整処理から変更） 
 

【税制改正の概要】 

特定親族特別控除の創設に伴い、令和７年（2025年）12月以降の「給与所得の源泉徴

収票」について以下の記載内容の見直しが行われます。 

① 「特定親族特別控除の額」欄を追加 

② 「控除対象扶養親族等の数」に「特親」を追加 

③ 特定親族の追加に伴い「控除対象扶養親族」を「控除対象扶養親族等」に変更 

④ 特定親族特別控除の適用を受けた場合、特定親族特別控除の額に応じて 

「区分」を表示（10/31追記） 

      

 

 

 

 

 

 

 

【PROSRVシステム対応】 

令和 7年（2025年）の年末調整処理から、以下のレイアウトに変更します。 

・「給与所得の源泉徴収票」 
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・「源泉徴収簿」 

①「控除対象扶養親族の数」を「源泉控除対象親族」に変更 

②特定親族特別控除の人数欄を追加 

③特定親族特別控除額を追加 
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２－２．税制改正に伴う【お客様の作業】と【注意事項】 
 

『人事管理』⇒『人事メニュー』「家族情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

② ① 

 

③ 
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（１）新設「特定親族特別控除」令和 7 年（2025 年）年末調整時 
 

【お客様の作業】令和 7年（2025 年）年末調整時 

令和 7年（2025 年）年末調整時に、「特定親族特別控除」の対象となる扶養親族 

がいる場合、①「年間所得見積額」に 58万円超 123万円以下（給与収入 123万円超

188万円以下）の所得と、②「年度（年間所得見積額）」に「2025」のご入力をお願

いします。 

（P8参照 「令和７年分 給与所得者の特定親族特別控除申告書」より転記） 

 

★年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

  納品データを外部取込すると、「特定親族特別控除申告書」にて申告者は、「適

用開始年月日」が「2025/12/31」の歴で、①「年間所得見積額」と、②「年度（年

間所得見積額）」に「2025」のデータが自動で作成されます。 

 

☆Web年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

納品データを外部取込すると、Web申請者と「特定親族特別控除申告書」にて申

告した紙申請者は、「適用開始年月日」が「2025/12/31」の歴で、①「年間所得見

積額」と、②「年度（年間所得見積額）」に「2025」のデータが自動で作成されま

す。 

 

☆Web年末調整事務サービス（北海道）かつ、👤従業員申請システムご利用のお客様 

納品データを外部取込すると、Web申請者は、歴は追加せず、当年度内の最新履

歴（※）に①「年間所得見積額」と②「年度（年間所得見積額）」に「2025」のデ

ータが自動で追加されます。 

 「特定親族特別控除申告書」にて申告した紙申請者は、「適用開始年月日」が

「2025/12/31」の歴で、①「年間所得見積額」と、②「年度（年間所得見積額）」

に「2025」のデータが自動で作成されます。 

 

◆Web年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

前処理結果ファイルを取り込むと、Web申請者は、歴は追加せず、当年度内の最

新履歴（※）に①「年間所得見積額」と②「年度（年間所得見積額）」に「2025」

のデータが自動で追加されます。 

紙申請者は、データは作成されませんので、①「年間所得見積額」②「年度

（年間所得見積額）」に「2025」のご入力をお願いいたします。 

 

当年度内の最新履歴（※） 

2025 年の年末調整であれば、2025 年 12 月 31 日までで 1 番近い歴に追加されます。 

＜例＞2025 年 11 月 01 日 

   2025 年 12 月 01 日 ← 追加 

   2026 年 01 月 01 日 

      の３つ歴が存在した場合、2025 年 12 月 01 日に追加される。 

【注意事項】 

「年間所得見積額」②「年度（年間所得見積額）」は、令和 7 年（2025年）9月 28 

日より入力可能となりますが、令和 7年（2025年）12月年末調整からの制度施行に

伴い、それ以前に登録された内容は控除計算の対象外となりますのでご注意くださ

い。 
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（２）新設「特定親族特別控除」令和 8 年(2026 年)1月以降 
 

【お客様作業】令和 8 年(2026 年)1月以降～ 

令和 8年(2026年)1月以降に支払われる給与から、令和 8年(2026年)年末時点で

年齢が 19歳以上 23 歳未満で、「年間所得見積額」が 58万円超 100万円以下（給与収

入 123万円超 165万円以下）の特定親族がいる場合、①「年間所得見積額」が 58万

円超 100万円以下、②「年度（年間所得見積額）」が「2026」のご入力をお願いしま

す。 

ご入力いただきますと、月例給与（賞与）計算処理に特定親族特別控除が反映さ 

れます。 

（P9参照 「令和８年分 給与所得者の特定親族特別控除申告書」より転記） 

 

★年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

☆Web年末調整事務サービス（北海道）かつ、👤従業員申請システムご利用のお客様 

◆Web年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

納品データ・前処理結果ファイルを取り込んでも、令和 8年(2026年)の①

「年間所得見積額」②「年度（年間所得見積額）」のデータは作成されませ

ん。2026 年 1 月以降の例月給与で特定親族特別控除を反映したい場合、翌年分

の①「年間所得見積額」と②「年度（年間所得見積額）」に、「2026」と入力

してください。 

 

☆Web年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

納品データを外部取込すると、Web申請者は翌年末時点で年齢が 19歳以上 23歳 

未満の方に、「適用開始年月日」が「2026/01/01」の歴で①「年間所得見積額」 

のデータを作成します。(※) 2026 年 1月以降の例月給与で特定親族特別控除を

反映したい場合、②「年度（年間所得見積額）」に、「2026」のご入力をお願い

いたします。 

紙申請者は、令和 8年(2026年)のデータは作成されませんので、①「年間所 

得見積額」②「年度（年間所得見積額）」に「2026」のご入力をお願いいたし 

す。 

（※）締め処理（『Web年調メニュー』）「翌年家族情報反映」を「反映する」の

場合に①「年間所得見積額」にデータを作成する。ただし、「適用開始年月日」が

「2025/12/31」の履歴と比べて差分がある場合のみ作成（扶養区分・異動事由・年

間所得見積額など）するため、①「年間所得見積額」が「2025/12/31」の履歴と

「2026/01/01」の歴で同じ場合は、「2026/01/01」のデータは作成されない。 
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（３）扶養親族等の所得要件の改正 
 

【お客様作業】 

      令和 7年（2025 年）年末調整時から、③扶養の「1控除対象扶養親族（控配・

年少含む）」の判断を、所得 58万（給与収入 123万円）以下で行ってください。 

  （「扶養控除申告書」の申告内容に変更） 

 

【注意事項】 

    扶養親族等の所得要件の改正は、令和7年(2025年)12月年末調整からの制度施行と

なります。そのため、年末調整処理前に③扶養の「1 控除対象扶養親族（控配・年

少含む）」を、所得48万（給与収入103万円）以下ではなく、所得58万（給与収入123

万円）以下で判断すると、令和7年(2025年)月例給与（賞与）で控除対象者となりま

す。 

   

☆Web年末調整事務サービス（北海道）かつ、👤従業員申請システムご利用のお客様 

◆Web年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

     Web年末調整従業員サイトを公開するために、令和7年（2025年）年末調整実施前

に『人事メニュー』「家族情報」にて扶養家族の③扶養の「1 控除対象扶養親族（控

配・年少含む）」の判断を、所得58万（給与収入123万円）以下で入力、もしくは、👤

従業員申請システムをご利用の従業員様が扶養家族の扶養を申請、承認者によって承

認されると、その月以降の月例給与（賞与）処理で扶養対象として計算いたします。 

 

 

 

（４）年末調整時に実施する出国年調・死亡年調 
 

【注意事項】 

   令和 7 年(2025 年)12 月年末調整時に、11 月 30 日までに出国・死亡された方の年

末調整を実施すると、令和 7年の税制改正が適用されます。 

  よって、令和 7 年の税制改正前の年末調整を実施したい場合は、年末調整処理前の

処理（支給日が 2025 年 11月の処理）にて、年末調整を実施してください（※）。 

  （PROSRV では、12 月支給日以降に令和 7 年の税制改正前で年末調整を実施すること

はできません） 

 

 

 

 

 

 

 

（※）「年調指示」（『給与計算』⇒『給与メニュー』－「年末調整情報」）に 

「２：年調指示」を入力（10/31追記） 
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２－３．Web 年末調整のシステム変更 
 

・☆Web年末調整事務サービス（北海道）◆Web 年末調整申告サービス（自社運用）     

ご利用のお客様 

   

 電子的控除証明書（XML）対応 

  電子的控除証明書の取込について、これまで対応していた「生命保険料控除証明

書」「地震保険料控除証明書」に加え、「国民年金保険料等控除証明書」「小規模企業共

済等掛金保険料控除証明書」にも対応いたします。「住宅借入金等特別控除証明書」

「年末残高証明書」につきましては未対応のため、引き続き 「紙」でのご提出をお願

いします。  

 

対象の保険種類は以下の通りです。 

 ＜社会保険料控除＞  

・国民年金保険料  

※ 国民年金保険料を 13月以上前納された場合、納めた年に全額控除する方法 

のみ対応しております。 各年分の保険料に相当する額を各年において控除

する方法を選択される場合は、引き続き「紙」でのご提出をお願いします。  

・国民年金基金掛金 

 

 ＜小規模共済掛金＞ 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金  

・確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金（iDeCo） 

 

※「紙」で提出する際は、「QRコード付証明書等作成システム」をご利用ください。 

  QRコード付証明書等作成システム https://www.e-tax.nta.go.jp/cps/cps.htm  

 

 

『Web年調従業員サイト』⇒「社会保険料控除」 
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２－４．PROSRV ペーパーレス対応について 
PROSRVでは、社会的な需要の減少と脱炭素化を背景に「納品物のペーパーレス（各

種帳票の電子化、プリントサービス事業の廃止 ）」を2025年7月に実施いたしました。 

年末調整処理においても、今年度より紙の納品物は以下のとおり終了となります。 

 

＜終了となったサービス＞ 

 ・ 全ての紙帳票の印刷納品サービス 

   ※紙帳票印刷オプションの各種申告書／「源泉徴収票」（受給者交付用）袋式タ

イプご契約のお客様を除く（新規のご契約はお受けできません） 
 

 ・「年末調整事務サービス」後処理（紙）をご契約のお客様 

紙の「給与支払報告書」の各市区町村への届け出作業の代行サービス 
 

・「個人番号関係事務サービス」（マイナンバーBPOサービス）をご契約のお客様 

紙の「源泉徴収票（税務署提出用）」「給与支払報告書」の作成・納品サービス 

 

※ 終了となった各種帳票の出力方法については以下をご覧ください。 

・「年末調整説明会資料３」「８．年末調整処理還元データ」について 

・PROSRVヘルプサイト 

PROSRVペーパーレス 対象帳票と出力方法 

https://dcs-prosrv.zendesk.com/hc/ja/articles/45347702904217 

 

 

 

 

  

https://dcs-prosrv.zendesk.com/hc/ja/articles/45347702904217

